
目
　
　
　
次 

令 

訓 

訓

令

○
埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
倫
理
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
教
委
・
総
務
課
）

一

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
東
部
創
造
）

二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（
秩
父
創
造
）

二

○
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の

収
納
事
務
委
託

（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
）

二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る

公
示

（
商
業
支
援
課
）

三

○

〃

（

〃

）

三

○
大
里
用
水
土
地
改
良
区
の
役
員
退
任

届

（
大
里
農
林
）

四

○
さ
い
た
ま
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

四

○
さ
い
た
ま
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

四

○
さ
い
た
ま
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び

準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の

写
し
の
縦
覧

（

〃

）

四

○
さ
い
た
ま
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（

〃

）

四

○
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（

〃

）

四

○
草
加
都
市
計
画
高
度
地
区
の
決
定
に

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（

〃

）

四

○
入
間
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（

〃

）

五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

五

○

〃

（
飯
能
県
土
）

五

埼玉県発行

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

埼
玉
県
教
育
局

県
立
教
育
機
関

埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

石

川

正

夫

埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
自
覚
す
べ
き
事
項
」
の
下
に
「
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
防
止
に
関
し
て
遵
守

す
べ
き
事
項
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第

九
条
の
二
を
第
十
一
条
と
し
、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
禁
止
）

第
五
条

職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
の
会
合
に
出
席
し
、
事
業
者
毎
の
年
間
受
注
目
標
額
を
提
示
し
、

そ
の
目
標
を
達
成
す
る
よ
う
調
整
を
指
示
す
る
こ
と
。

二

事
業
者
若
し
く
は
事
業
者
団
体
の
働
き
か
け
に
応
じ
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
自
ら
働
き
か

け
、
受
注
者
を
指
名
し
、
又
は
受
注
を
希
望
す
る
業
者
名
を
教
示
し
、
若
し
く
は
示
唆
す
る

こ
と
。

三

事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
に
対
し
て
、
本
来
公
開
し
て
い
な
い
予
定
価
格
を
漏
洩
す
る
こ

と
。

四

事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
以
外
の
第
三
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
本
来
公
開
し
て
い
な
い
予

定
価
格
を
漏
洩
す
る
こ
と
。

五

入
札
談
合
等
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
指
名
競
争
入
札
に
お
い
て
、
事
業
者

若
し
く
は
事
業
者
団
体
か
ら
の
依
頼
を
受
け
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
自
ら
働
き
か
け
、
特
定

の
事
業
者
を
入
札
参
加
者
と
し
て
指
名
す
る
こ
と
。

－１－
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六

入
札
談
合
等
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
か
ら
の
依

頼
を
受
け
、
こ
れ
ら
が
作
成
し
た
割
付
表
を
承
認
す
る
こ
と
。

七

入
札
談
合
等
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
事
業
者
若
し
く
は
事
業
者
団
体
か
ら

の
依
頼
を
受
け
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
自
ら
働
き
か
け
、
分
割
発
注
を
実
施
し
、
発
注
基
準

を
引
き
下
げ
る
等
発
注
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
。

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
談
合
等
に
関
与
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
入
札
等
の

公
正
を
害
す
べ
き
一
切
の
行
為
を
行
う
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
き
い
き
社
会
生

活
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

車
塚

文
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
久
喜
市
栗
原
三
丁
目
七
番
地
の
十

九
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
少
子
高
齢
化
社
会
の
到
来

に
備
え
、
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
が
元
気
で

生
き
生
き
し
た
社
会
生
活
を
送
る
こ
と
の
で

き
る
安
心
・
安
全
な
地
域
社
会
実
現
の
た
め
、

多
く
の
人
々
の
知
恵
を
結
集
し
て
共
に
考
え
、

学
習
し
、
行
動
し
、
情
報
を
発
信
し
て
地
域

住
民
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
及
び
社
会
生
活

の
向
上
を
図
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総

務
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
地

域
創
造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
森

三

代
表
者
の
氏
名

山
口

芳
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
変
更
前
）
埼
玉
県
秩
父
市
大
滝
四
二
七

七
番
八

（
変
更
後
）
埼
玉
県
秩
父
市
大
滝
四
六
七

七
番
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
森
林
の
恵
み
を
受
け
る
清

流
荒
川
・
上
下
流
域
の
連
携
に
よ
っ
て
秩
父

及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
森
林
機
能
の

向
上
、
温
暖
化
防
止
施
策
・
資
源
の
有
効
活

用
を
行
う
た
め
に
森
林
の
維
持
管
理
・
活
用

・
環
境
緑
化
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
社

会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
収
納
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
者
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－２－
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埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
ー
本
庄
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

本
庄
市
南
一
丁
目
二
番
十
号

ロ

変
更
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
変
更

（
変
更
前
）

昭
栄
本
庄
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

（
変
更
後
）

ユ
ニ
ー
本
庄
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

ハ

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
四
日

二

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
北
部
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
十
七
日

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
ー
大
桑
店

加
須
市
鳩
山
町
十
番
地
十

ユ
ニ
ー
本
庄
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

本
庄
市
南
一
丁
目
二
番
十
号

ユ
ニ
ー
川
本
店

深
谷
市
上
原
四
百
六
十
四
番
地
他

ロ

変
更
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
変
更

（
変
更
前
）

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

佐
々
木
孝
治

施
設
の
名
称

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

委
託
期
間

埼
玉
県
総
合
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
大
門
町
三
丁
目
四
二
番
五

号

太
陽
生
命
ビ
ル

６
Ｆ

株
式
会
社

日
本
医
療
事
務
セ
ン
タ
ー

埼
玉
支
社
支
社
長

川

部

陽

平
成
十
九
年
四

月
一
日
か
ら
平

成
二
十
年
九
月

三
十
日
ま
で

－３－
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（
変
更
後
）

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

前
村
哲
路

ハ

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
二
月
二
十
一
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
四
日

二

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
東
部
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー
（
ユ
ニ
ー
大
桑
店
の
み
）

埼
玉
県
北
部
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー
（
ユ
ニ
ー
大
桑
店
以
外
）

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
十
七
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
里
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

職

名

氏

名

住

所

理

事

小
久
保

幸

一

熊
谷
市
万
吉
八
一
六
番
地

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
号

さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
用
途

地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市

計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号

さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
高
度

利
用
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備

部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
防
火

地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の

写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、都
市
計
画
法（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県

都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
三
号

さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
地
区

計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市

計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号

さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計

画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号

八
潮
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
高
度
地
区
の
決

定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

－４－
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書

の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

入
間
市
か
ら
入
間
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書

の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
二
月
八
日

指
令
杉
整
第
一
八
〇
一
〇
九
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
四
月
十
一
日
第
二
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
西
大
輪
字
上
古
川

二
〇
五
一
―
一

外
十
一
筆

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社

飯
田
産
業

代
表
取
締
役

兼
井

雅
史

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十

九
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
七
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
三
月
十
五
日

指
令
飯
整
第
一
八
〇
〇
三
七
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
四
月
十
一
日

飯
整
第
一
八
〇
〇
六
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
岩
井
字
琵
琶
橋
一

四
六
七
番
一
、
二
二
七
〇
番

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
毛
呂
本
郷
一
四
〇

番
地
三

有
限
会
社

ら
い
せ
る

代
表
取
締
役

中
村

芳
樹

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）
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